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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】巻回型二次電池の製造工程において、セパレー
タの巻き終わりのめくれ上がりを防止する。
【解決手段】電極群６の最外周面はセパレータで覆われ
ている。電極群６を電極アセンブリとして蓋アセンブリ
４０と接続する際、セパレータの端縁６１が蓋裏面の方
向を向くようにして一体化する。これによって、蓋アセ
ンブリ４０と一体化された電極群６を電池缶１内に挿入
するため開口部１１から電池缶内に向けて電極群６を移
動する過程では、セパレータの巻き終わりの端縁６１が
開口部１１と反対の方向を向いているので、セパレータ
のめくれ上がりが防止される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活物質が両面に塗布されたシート状の正負極板をセパレータを介在させて扁平形状に捲
回され、最外周面が前記セパレータで覆われた電極群と、
　開口部が設けられた電池缶と前記開口部を覆う電池蓋とを有し、前記電極群を収納する
扁平直方体状の電池容器と、
　前記電池蓋に固定され、前記正負極板とそれぞれ正負極接続板により電気的に接続され
ている正負極外部端子とを有し、
　前記電極群は、前記電池缶の表裏に広がる幅広面と対向する一対の平坦部と、一対の平
坦部の両端部で正負極板が折り返される折り返し部とを有し、
　前記電極群は前記折り返し部が前記電池缶の底面と対向して前記電池缶の中に配置され
、
　前記セパレータの巻き終わり端部は、その端縁が前記電池缶の底面の方向とは異なる方
向を向いて固着されていることを特徴とする二次電池。
【請求項２】
　請求項１に記載の二次電池において、
　前記セパレータの端縁は、前記電極群の平坦部領域に位置していることを特徴とする二
次電池。
【請求項３】
　請求項１または２記載の二次電池において、
　前記セパレータの端縁は、前記電池蓋の裏面方向を向いていることを特徴とする二次電
池。
【請求項４】
　請求項１に記載の二次電池において、
　前記セパレータの端縁は、電極群の折り返し部の曲率を有する面領域に位置しているこ
とを特徴とする二次電池。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の二次電池において、
　前記セパレータの端縁は、その幅方向の一部または全幅において捲回直下層に固着され
ていることを特徴とする二次電池。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の二次電池において、
　前記端縁と前記捲回直下層とは粘着テープにより固着されていることを特徴とする二次
電池。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の二次電池において、
　前記端縁と前記捲回直下層とは接着剤により固着されていることを特徴とする二次電池
。
【請求項８】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の二次電池において、
　前記端縁と前記捲回直下層とは熱圧着により固着されていることを特徴とする二次電池
。
【請求項９】
　活物質が両面に塗布されたシート状の正負極板をセパレータを介在させつつ捲回され、
最外周面が前記セパレータで覆われた電極群を作製する第１工程と、
　電池蓋に設置した正負極外部端子にそれぞれ接続されている正負極接続板と前記正負極
板とを接続する第２工程と、
　前記正負極接続板が接続された前記電極群をその折り返し部を前記電池缶の底面に向け
て開口部から挿入して扁平直方体状の電池缶に収納する第３工程と、
　第３工程の後、前記開口部を前記電池蓋で密閉する第４工程とを有し、
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　前記第２工程は、前記電極群の最外周面のセパレータの端縁が前記電池蓋の裏面を向く
ように電極群の姿勢、形態を規定する第５工程を含むことを特徴とする二次電池の製造方
法。
【請求項１０】
　請求項９記載の二次電池の製造方法において、
　前記第１工程は、
　前記正負極板とセパレータの捲回長さを測定する第６工程と、
　前記第６工程により測定された前記セパレータの捲回長さに基づいて前記セパレータを
切断する位置を決定する第７工程とを含み、
　前記第７工程は、前記セパレータの端縁が前記電極群の平坦部に位置するような長さに
決定することを特徴とする二次電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大出力、大容量が要求されるハイブリッド自動車や電気自動車では、数十あるいは百超
の単位電池の集合によって組電池を構成する必要がある。そのため、実装密度の観点から
角形二次電池が開発されている。
【０００３】
　特許文献１に開示されている角形密閉式電池は、電池缶と電池蓋と電極群とを備えてお
り、電池蓋にはシール材により正極端子が固定されている。そして、正極端子には電池缶
内で正極リードが接続され、正極リードは正極板の巻き終わり端部に溶接されている。電
極群の最外周面は負極板で覆われ、扁平状に捲回された電極群は、その扁平曲率部から電
池缶に挿入され、その後、電池缶は電池蓋により封口される。（特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７-２９６７９０
【特許文献２】特開２００８－６６２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されている角形密閉式電池は、ＡＶ機器や移動通信機器などに使用さ
れるもので、自動車用二次電池に比べると格段に低容量の電池である。そのため、電極群
から外部の正極端子への電気的接続構造も自動車用などの高容量の電池と異なる。
【０００６】
　本発明が適用される二次電池は、例えば特許文献２に開示されている非水電解質二次電
池であり、この二次電池は、集電箔を有する正負極板とそれらを絶縁するセパレータが扁
平状に捲回されて構成される電極群を有する。電極群の両端部には、正負極集電箔上に活
物質合剤が塗布されず金属箔が露出する露出部がそれぞれ設けられている。正負極露出部
は正負極集電体により、電池蓋の外部に突設されている正負極外部端子に接続されている
。
　扁平形状の電極群の外形形状は、両端部に正負極板が捲かれる一対の曲がり面部（折り
返し部）と、一対の曲がり面部を接続する表裏の平坦部とを有し、電極群は、一方の曲が
り面部が電池缶の底部側に配置されるように電池缶に挿入されている。
【０００７】
　特許文献２に開示されている二次電池は、最外周面がセパレータで覆われている。この
セパレータの巻き終わりが電極群表面のどの領域で終端するかは不定である。正負極板の
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捲回長さは電池容量により計算上設定された値となるが、捲回時の巻きしまりの程度によ
って正負極板の終端位置がまちまちであり、電極群の最外周面を覆うセパレータの終端位
置も不定となるからである。その結果、セパレータの巻き終わり端部の端縁が電池缶の底
面方向を向いた状態で電極群が電池缶に挿入されることも想定され、この場合、開口部の
とば口にセパレータの端縁がひっかかり、セパレータに亀裂が走るおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による二次電池は、活物質が両面に塗布されたシート状の正負極板をセパレータ
を介在させて扁平形状に捲回され、最外周面が前記セパレータで覆われた電極群と、開口
部が設けられた電池缶と前記開口部を覆う電池蓋とを有し、前記電極群を収納する扁平直
方体状の電池容器と、前記電池蓋に固定され、前記正負極板とそれぞれ正負極接続板によ
り電気的に接続されている正負極外部端子とを有し、前記電極群は、前記電池缶の表裏に
広がる幅広面と対向する一対の平坦部と、一対の平坦部の両端で正負極板が折り返される
折り返し部とを有し、前記電極群は前記折り返し部が前記電池缶の底面と対向して前記電
池缶の中に配置され、前記セパレータの巻き終わり端部は、その端縁が前記電池缶の底面
の方向とは異なる方向を向いて固着されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明による二次電池の製造方法は、活物質が両面に塗布されたシート状の正負極板を
セパレータを介在させつつ捲回され、最外周面が前記セパレータで覆われた電極群を作製
する第１工程と、電池蓋に設置した正負極外部端子にそれぞれ接続されている正負極接続
板と前記正負極板とを接続する第２工程と、前記正負極接続板が接続された前記電極群を
その折り返し部を前記電池缶の底面に向けて開口部から挿入して扁平直方体状の電池缶に
収納する第３工程と、第３工程の後、前記開口部を前記電池蓋で密閉する第４工程とを有
し、前記第２工程は、前記電極群の最外周面のセパレータの端縁が前記電池蓋の裏面を向
くように電極群の姿勢、形態を規定する第５工程を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、セパレータの巻き終わり端部のめくれ上がり防止のために特別な工程
を採用する必要がなく、電池製造時間を短縮できる。とくに、車載用途では1台当たりの
電池数量も多いので、生産性とコストの面で本発明は非常に効果が大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による二次電池の実施形態を示す斜視図。
【図２】図１の二次電池の電極群接合前の状態を示す分解斜視図。
【図３】図１の二次電池の電極群接合後の状態を示す分解斜視図。
【図４】図１の二次電池の電極群を示す斜視図。
【図５】セパレータの端縁を粘着テープで固着した電極群６の斜視図。
【図６】実施形態のセパレータの端縁を説明する図。
【図７】実施形態の捲回群の製造設備を示す斜視図。
【図８】本発明による二次電池の固着形式の第1変形例を示す図。
【図９】本発明による二次電池の固着形式の第２変形例を示す図。
【図１０】本発明による二次電池の固着形式の第３変形例を示す図。
【図１１】本発明による二次電池のセパレータ端縁の種々の態様を説明する図。
【図１２】本発明による二次電池の折り返し部のセパレータ端縁を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明による二次電池の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１～図６は実施の形態による角形二次電池を示す。
　図１～図３に示すように、電池３０は、電極群６と、電極群６を収納する電池缶１とを
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備える。電池缶１には、電極群６を挿入するための開口部１１が設けられ、開口部１１は
電池蓋３によって封止されている。さらに、電池缶１内には、電池蓋３に設けられた注液
口２０から電解液が注入され、注液口２０は注液栓によって封止されている。電池蓋３は
、開口部１１の輪郭に合致する平板状に形成され、隙間無く開口部１１を封止する。なお
、図1において、符号１００は、電池缶1と電池蓋３から構成される電池容器を示している
。
【００１４】
　電池蓋３には図示しない貫通孔が穿設され、貫通孔には正負極外部端子４Ａ、４Ｂが挿
着されている。外部端子４Ａ，４Ｂは、後述する正負極接続板５Ａ，５Ｂとともに電池蓋
３に固定されている。さらに、外部端子４Ａ、４Ｂには絶縁性のシール材１３Ａ、１３Ｂ
が装着され、外部端子４Ａ、４Ｂの周囲の漏液が防止されている。
【００１５】
　電池缶１、電池蓋３は、ともにアルミニウム合金等で製作されている。正極側の接続板
５Ａ、外部端子４Ａはアルミニウム合金で製作され、負極側の接続板５Ｂ、外部端子４Ｂ
は銅合金で製作されている。
【００１６】
　シール材１３は、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）やポリブチレンテレフタレー
ト（ＰＢＴ）、あるいはペルフルオロアルコキシフッ素（ＰＦＡ）等の絶縁性樹脂により
作製されている。また、電解液としては、例えば、エチレンカーボネート等の炭酸エステ
ル系の有機溶媒に６フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ６）等のリチウム塩が溶解された非
水電解液を用いる。
【００１７】
　外部端子４Ａ、４Ｂには、電池缶１内部で接続板５Ａ，５Ｂが機械的かつ電気的にそれ
ぞれ接続されている。接続板５Ａ，５Ｂには、電極群６が機械的かつ電気的に接続されて
いる。これによって、外部端子４Ａ、４Ｂは電極群６と電気的に接続され、電極群６は電
池蓋３によって機械的に支持される。
【００１８】
　なお、図２に示すように、電池蓋３、外部端子４Ａ、４Ｂ、接続板５Ａ，５Ｂは予め機
械的に一体化された蓋アセンブリ４０として組み立てられ、図３に示すように、蓋アセン
ブリ４０に電極群６を接続して電極アセンブリ５０が組み立てられる。
【００１９】
　電極群６，正負極接続板５Ａ，５Ｂ、電極アセンブリ５０について説明する。
（電極群）
　図４に示すように、電極群６は、シート状の正負極板６Ｅ、６Ｄをセパレータ６Ｃを介
在させつつ捲回軸周りに扁平状に捲回し、最外周面がセパレータ６Ｃで覆われるように構
成されている。電極群６は扁平形状を呈し、両端部に正負極板の折り返し部（折り曲げ部
）６５が形成され、表裏面に平坦部６６が形成されている。
　正負極板６Ｅ、６Ｄは正負極集電箔上に活物質合剤を塗布して構成される。図中、６Ｆ
は活物質合剤を塗布した塗工部を示す。捲回軸方向の両端部の各々には、活物質合剤を塗
布しない未塗工部（金属箔の露出部）６Ａ、６Ｂが設けられる。未塗工部６Ａ、６Ｂは、
電極群６の捲回軸方向の反対位置にそれぞれ形成されている。
【００２０】
　正極活物質としてマンガン酸リチウム等のリチウム含有遷移金属複酸化物を含む正極活
物質合剤が使用される。負極活物質としてリチウムイオンを可逆に吸蔵、放出可能な黒鉛
等の炭素材を含む負極活物質合剤が使用される。
【００２１】
　実施形態においては、正負極板とセパレータの捲回が終了すると、図５に示すように、
電極群６の最外表面を覆うセパレータ６Ｃの巻き終わり端縁６１がその全幅に渡りテープ
６００で直下周面のセパレータに固着され、セパレータ６Ｃのめくれが防止される。
【００２２】
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（正負極接続板）
　図２および図３を参照して正負極接続板５Ａ，５Ｂについて説明する。正負極接続板５
Ａ，５Ｂはそれぞれ同様に構成されているので、接続板５Ｂのみを代表的に詳述する。
　接続板５Ｂは、電池蓋３の内面に沿う基部５１Ｂと、基部５１Ｂから略直角に曲がって
、電池缶１の幅狭の側面１０１に沿って底面１０３に向かって電極群６の下部まで長く伸
びる側面部５２Ｂと、側面部５２Ｂの下半部で電極群６に向かって、すなわち、電池缶１
の幅広の側面１０２に沿って略直角に曲がる接合片５４Ｂとを備える。なお、接合片５４
Ｂと側面部５２Ｂとは断面Ｌ字形状の一体構造であり、強度、剛性が高い。
【００２３】
（電極アセンブリ）
　図３は電極アセンブリ５０の斜視図である。電極アセンブリ５０は蓋アセンブリ４０と
電極群６とを接続して構成されている。蓋アセンブリ４０を構成する接合片５４Ｂは、電
極群６の未塗工部６Ｂに、接合部８Ｂ１、８Ｂ２の二箇所で超音波溶接によって接合され
ている。同様に、蓋アセンブリ４０を構成する接合片５４Aは、電極群６の未塗工部６Aに
、接合部８A１、８A２の二箇所で超音波溶接によって接合されている。
【００２４】
　図３に示すように、電極群６を蓋アセンブリ４０と一体化して電極アセンブリ５０を作
成するにあたり、未塗工部６Ａ、６Ｂは平面的に潰され、これらの平坦部６２Ａ，６２Ｂ
において、未塗工部６Ａ、６Ｂは接続板５Ａ，５Ｂに電気的に接続される。
【００２５】
　このように扁平形状である電極群６は電極アセンブリ５０として一体化される際、その
取付け方向が規定される。図３で示すように、電極アセンブリ５０として一体化された電
極群６は、折り返し部６５を電池缶底面１０３に向けて開口部１１から電池缶１内に挿入
され、電池蓋３で封止された電池缶１内の扁平直方体状の空間内に収納される。電池缶１
内に収容される過程の電極群６は、図６に示すように、電極群６の最外周面を覆うセパレ
ータ６Ｃの巻き終わり端縁６１が電池缶１の開口部１１とは反対の方向に向く姿勢、形態
にて移動する。したがって、端縁６１が開口部１１のとば口に引っ掛かることなく電池缶
１に収容される。電池缶1内に配置された後は、セパレータ６Ｃの巻き終わり端縁６１は
開口部１１の方向、すなわち、蓋３の裏面方向を向いている。
【００２６】
　なお、図２において、符号１１０は、巻き終わり端部でのセパレータ６Ｃの最外周面を
示し、符号１１２は、最外周面１１０が固着される直下周面のセパレータ６Ｃを示してい
る。
【００２７】
［電極群の製造工程］
　図７は捲回装置２１０で電極群６を捲回する様子を示す斜視図である。図７に示すよう
に、扁平形捲回電極群６の捲回に際しては、水平軸を中心に回転するボビン７０に２枚の
セパレータ６Ｃを数周捲回した後に、ボビン７０の一方側から一方のセパレータ６Ｃの下
側に正極板６Ｅを捲き込む。さらに、ボビン７０の他方側から他方のセパレータ６Ｃの上
側に負極板６Ｄを捲き込む。セパレータ６Ｃと負極板６Ｄを水平なガイドローラ７２によ
ってガイドし、セパレータ６Ｃと正極板６Ｅを水平なガイドローラ７１によって案内しつ
つボビン７０を回転し、セパレータ６Ｃ、負極板６Ｄ、セパレータ６Ｃ、正極板６Ｅを重
ねて捲回する。
【００２８】
　捲回装置２１０には図示しないカッタと測長計とコントローラとが設けられている。正
負極板６Ｅ，６Ｄの全長は、所望の電池容量に応じて規定され、測長計で予定の長さまで
捲回されたことを計測すると、コントローラの指示によりカッタを駆動して正負極板６Ｅ
，６Ｄを切断する。正負極板６Ｅ，６Ｄの長さは、正負極板６Ｅ，６Ｄの端部６ＥＥ，６
ＤＥが超音波溶接部に存在するように定めるのが好ましい。
【００２９】
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　また、実施形態では、捲回装置２１０で正負極板６Ｅ，６Ｄおよびセパレータ６Ｃを捲
回する際、カッタと測長計とコントローラとで構成される切断制御装置を使用して、最外
周セパレータ６Ｃの端縁６１が平坦部６６に位置するようにした。
【００３０】
　以上説明した角形二次電池の製造方法は、活物質が両面に塗布されたシート状の正負極
板６Ｅ，６Ｄをセパレータ６Ｃで絶縁しつつ捲回軸周りに扁平形状に捲回してなり、捲回
軸方向の両端には活物質が塗布されない正負極板６Ｅ，６Ｄの露出部６Ａ，６Ｂがそれぞ
れ設けられた電極群６を作製する第１工程と、正負極板６Ｅ，６Ｄの露出部６Ａ，６Ｂの
各々を蓋３に固定された正負極外部端子４Ａ，４Ｂにそれぞれ接続する正負極接続板５Ａ
，５Ｂに接続する第２工程と、正負極接続板５Ａ，５Ｂが接続された電極群６を扁平直方
体状の電池容器１００に収納する第３工程と、第３工程の後、電池容器１０を密閉する第
４工程とを有し、第２工程は、電極群６の最外周面のセパレータ６Ｃの端縁６１が電池蓋
３の裏面を向くように電極群６の姿勢、形態を規定する第５工程を有する。
【００３１】
　以上説明した実施形態によれば次のような作用効果を奏する。
（１）実施形態による二次電池によれば、電池缶１内において、電極群６の最外周面のセ
パレータ６Ｃの端縁６１が電池缶１の開口部１１の方向を向くように電極群６の姿勢、形
態が規定されている。これにより、電極アセンブリ５０を電池缶1に挿入する際、電極群
６の最外周面のセパレータ６Ｃの端縁６１が電池缶開口部１１に引掛からないように慎重
に行う挿入工程を採用することなく最外周面セパレータ６Ｃの端縁６１のめくれ上がりを
防止できる。その結果、組立時間の低減につながり、以て、低コスト化を図ることができ
る。
【００３２】
（２）実施形態による二次電池によれば、セパレータ６Ｃの巻き終わり端部の端縁６１が
電池缶開口部１１のとば口に引っかかってセパレータ６Ｃがめくれるおそれがない。した
がって、電極間の面圧が低下することがなく、電池性能が低下することもない。
【００３３】
（３）セパレータは一軸延伸方向に圧延されているために長辺方向に亀裂が入り易い。電
極群６を電池缶１に挿入する際に、セパレータ捲回終端部の端縁６１が電池缶開口端面に
突き当たるおそれがある。しかし上述したようにセパレータ端縁６１は開口部１１のとば
口とは反対の方向に向いているので、セパレータ６Ｃに亀裂が生じることがない、その結
果、充放電サイクルに伴う電極群６の膨張、収縮によって亀裂がさらに進展し、内部短絡
を誘発するおそれもない。
【００３４】
［変形例］
　なお、図５のようにセパレータ６Ｃの全幅に渡ってテープ６００で固着する方式に代え
て、図８～図１０に示す固着方式を採用してもよい。
【００３５】
　図８は、電極群６の最外表面を覆うセパレータ１１０の巻き終わり端縁６１の中央部に
おいて、セパレータ１１０を直下のセパレータ１１２にテープ６０１で固着したものであ
る。
【００３６】
　図９は、電極群６の最外表面を覆うセパレータ１１０の巻き終わり端縁６１の裏面全幅
に渡って接着剤６０２を塗布して、直下のセパレータ１１２に固着したものである。なお
、接着剤６０２を離散的に複数箇所塗布してもよい。
【００３７】
　図１０は、電極群６の最外表面を覆うセパレータ１１０の巻き終わり端縁６１を直下の
セパレータ１１の全幅に渡って熱圧着して熱圧着固着部６０３を形成して固着してもよい
。なお、熱圧着部６０３を離散的に複数箇所設けてもよい。
【００３８】
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　図８～図１０の固着方式では、セパレータ１１０の端縁６１が電極群６の平坦部６６に
位置する例を示した。この場合、上述したように、捲回装置２１０で正負極板６Ｅ，６Ｄ
およびセパレータ６Ｃを捲回する際、カッタと測長計とコントローラとで構成される切断
制御装置を使用して、最外周セパレータ６Ｃの端縁６１が平坦部６６に位置するようにし
た。
【００３９】
　しかし、切断制御装置を使用しない場合、端縁６１が平坦部６６に位置せずに、電極群
６の両端の捲回折り返し部６５に位置することもある。図１１（ａ）～（ｅ）は、電池缶
１内において、電極群６の両端の捲回折り返し部６５に最外周面セパレータ６Ｃの端縁６
１が位置し得る５つの形態を示している。図１１は、説明を分かり易くする目的で、端縁
６１がめくれた状態を示しているが、実際は図８～図１０で説明した固着方式で固着され
ている。
【００４０】
　図１１（ａ）～（ｄ）の形態はいずれも、電極群６を電池缶１に収容する過程において
、セパレータ６Ｃの端縁６１が電池缶底面部１０３の方向を向かない例を示している。す
なわち、
（ａ）は、電池缶１の最下方において折り返し部６５からやや捲回した箇所に端縁６１が
位置する場合を示している。
（ｂ）は、電池缶１の下方折り返し部６５の最下端に端縁６１が位置する場合を示してい
る。
（ｃ）は、電池缶１の最上方において折り返し部６５からやや捲回した箇所に端縁６１が
位置する場合を示している。
（ｄ）は、電池缶１の上方折り返し部６５の最下端に端縁６１が位置する場合を示してい
る。
【００４１】
　図１１（ｂ）および（ｄ）におけるセパレータ端縁６１の位置について、図１２を参照
して説明する。図１２において、セパレータ６Ｃの厚みをＴ、折り返し部の曲率を有する
面が半円であると仮定した場合の半円の半径をＲ、折り返し部の中心Ｘから端縁６１を結
ぶ線分Ｌ１の角度をθとしたとき、厚みＴと半径Ｒに対するθは下記式（１）を満足する
ように設定することができる。
　　　　　θ＞ｃｏｓ－１（Ｒ／（２Ｔ＋Ｒ））　　　　（１）
【００４２】
　すなわち、式（１）を満足するようにθを定めることにより、端縁６１が折り曲げ部６
５の範囲内に位置し、平坦部６６にまで至ることがない。
【００４３】
　なお、（ｅ）は、電極群６を電池缶１に収容したとき、セパレータ６Ｃの端縁６１が電
池缶底面１０３の方向を向く例を示している。この例では、セパレータ端縁６１が開口部
１１のとば口に引っかかってセパレータ６Ｃに亀裂を生じるおそれがある。
【００４４】
　本発明は以上説明した実施形態や変形例に限定されない。たとえば、電極群６と外部端
子４Ａ，４Ｂとを接続する正負極接続板５Ａ，５Ｂは種々の形状、構造が採用できる。ま
た、電池缶１の形状も図示する扁平形状ではないが、開口断面が矩形であってもよい。
【符号の説明】
【００４５】
１　電池缶
３　電池蓋
４Ａ、４Ｂ　外部端子
５Ａ、５Ｂ　接続板
６　電極群
６Ａ、６Ｂ　金属箔の露出部
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６Ｄ，６Ｅ　正負極板
６ＤＥ，６ＥＥ　巻き終わり端部
６F　塗布部
８Ａ１、８Ａ２、８Ｂ１、８Ｂ２　超音波接合箇所
１１　開口部
１３Ａ、１３Ｂ　シール材
２０　注液口
２１　圧力開放弁
３０　角形二次電池
４０　蓋アセンブリ
５０　電極アセンブリ
５１Ａ、５１Ｂ　基部
５２Ａ、５２Ｂ　側面部
５４Ａ、５４Ｂ　接合片
５５Ａ，５５Ｂ　集電保護板
６１　セパレータ端縁
６５　折れ曲げ部
６６　平坦部
１００　電池容器
１０１　幅狭面
１０２　幅広面
１０３　底面
１１０　最外周面のセパレータ
１２０　最外周面のセパレータ直下のセパレータ
２１０　捲回装置
６００　セパレータ全幅同長テープ
６０１　テープ
６０２　接着剤
６０３　熱圧着固着部
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